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示

青
森
県
告
示
第
七
百
七
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
八
号

子
ど
も
と
子
育
て
に
関
す
る
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例

(

平

成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

県
民
の
子
育
て
に
関
す
る
意
識
や
ニ
ー
ズ
等
を
把
握
し
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
健
や
か

に
生
ま
れ
育
つ
環
境
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た
め
の
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策
の
基
礎
資
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を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
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指
定
番
号

種
別

名

称

発

行

者

(

製
作
者)

名

該
当
条
項

�����

黄
金
の
Ｇ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｏ

二
〇
一
三･

八･

一
発
行
ｖ
ｏ
ｌ
・
二
二

六
三
四
一
一
―
八
七

普
遊
舎

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

十
月
号

〇
四
八
七
七
―
一
〇

ミ
リ
オ
ン
出
版

�����

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

十
月
号

〇
一
八
〇
五
―
一
〇

鉄
人
社

����	

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
パ
ラ

十
月
号

〇
八
四
九
三
―
一
〇

竹
書
房

����


Ｙ
ｏ
ｕ
ｎ
ｇ

Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ

Ｃ
ｏ
ｍ
ｉ
ｃ

ａ
ｙ
ａ
十
月
号

一
八
八
一
五
―
一
〇

宙
出
版

�����

恋
愛
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
Ｍ
Ａ
Ｘ

十
月
号

一
七
七
四
四
―
一
〇

秋
田
書
店
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二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
在
住
の
十
六
歳
未
満
の
子
ど
も
の
保
護
者

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

�

世
帯
の
状
況

�

子
育
て
の
状
況

�

子
育
て
に
関
す
る
意
識

�

子
育
て
に
関
す
る
行
政
へ
の
要
望

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

住
民
基
本
台
帳
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
台
帳
と
し
た
層
化
二
段
無
作
為
抽
出
法
に
よ
り
抽
出
し
た
十

六
歳
未
満
の
子
ど
も
の
保
護
者
二
千
名
と
す
る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

調
査
票
の
送
付
及
び
記
入
済
調
査
票
の
回
収
を
郵
送
に
よ
り
行
う
郵
送
調
査
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
五
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
七
百
九
号

昭
和
四
十
七
年
三
月
二
十
三
日
青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

(

海
岸
保
全
区
域
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中
下
北
八
戸
沿
岸
風
間
浦
海
岸
下
風
呂
地
区
海
岸
焼
山
崎
地
先
海
岸
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

青
森
県
告
示
第
七
百
十
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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次
の
ア
点
か
ら
サ
点
ま
で
を
順
次
結

ん
だ
直
線
及
び
ア
点
と
サ
点
を
結
ん
だ

直
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

ア
点

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風

呂
字
街
道
添
二
二
番
三
地
先
の

入
江
橋
の
中
心
点
か
ら
右
回
り

下
北
八
戸

風
間
浦

下
風
呂

焼
山
崎

二
九
一
度
五
〇
分
二
〇
二
メ
ー

ト
ル
進
ん
だ
点

イ
点

ア
点
か
ら
右
回
り
二
九
度
一

八
分
七
一
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
点

ウ
点

イ
点
か
ら
右
回
り
一
二
一
度

一
二
分
三
〇
八
メ
ー
ト
ル
進
ん

だ
点

エ
点

ウ
点
か
ら
右
回
り
一
一
五
度

一
三
分
三
二
六
メ
ー
ト
ル
進
ん

だ
点

オ
点

エ
点
か
ら
右
回
り
二
四
度
三

七
分
一
二
八
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ

点

カ
点

オ
点
か
ら
右
回
り
一
一
三
度

三
六
分
一
八
二
メ
ー
ト
ル
進
ん

だ
点

キ
点

カ
点
か
ら
右
回
り
一
三
六
度

三
〇
分
一
五
八
メ
ー
ト
ル
進
ん

だ
点

ク
点

キ
点
か
ら
右
回
り
一
二
一
度

二
分
一
六
五
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ

点

ケ
点

ク
点
か
ら
右
回
り
二
一
五
度

四
五
分
二
一
二
メ
ー
ト
ル
進
ん

だ
点

コ
点

ケ
点
か
ら
右
回
り
三
〇
四
度

五
八
分
四
四
六
メ
ー
ト
ル
進
ん

だ
点

サ
点

コ
点
か
ら
右
回
り
二
九
五
度

九
分
三
五
二
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ

点

� �
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平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
の
表
中

｢

富
田
支
店
城
南
出
張
所

弘
前
市
大
字
城
南
一
丁
目

を

｣

｢

富
田
支
店
城
南
出
張
所

弘
前
市
大
字
富
士
見
町

に
改
め
る
。

｣

公

告

平
成
二
十
五
年
度
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
等
保
守
点
検
業
務
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
業
務
委
託

１

業
務
名

平
成
二
十
五
年
度
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
等
保
守
点
検
業
務

２

業
務
内
容

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

履
行
期
限

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

保
守
点
検
対
象
機
器
の
製
造
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
こ
と
又
は
製
造
メ
ー
カ
ー
の
代
理
店
で
あ
る

こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

保
守
点
検
業
務
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三

資
格
の
審
査
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
証
明
書
を

作
成
し
、
平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日
ま
で
に
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
証
明
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

提
出
部
数

一
部

３

１
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

四

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
八
九

五

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

北
棟
二
階
Ｃ
会
議
室

２

日
時

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

午
前
十
時

３

そ
の
他

郵
送
又
は
電
送
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い
。

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十
三

条
及
び
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

七

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
証
明
書
に
虚
偽
の
事
実
の
記

載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法
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落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
瀬

堰
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日

中
南
地
域
県
民
局
長

�

原

至

智

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
島
守
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可

の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日

三
八
地
域
県
民
局
長

中

嶋

和

行

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

１

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２

定
款
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

八
戸
市
庁

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
天
満
下
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認

可
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日

三
八
地
域
県
民
局
長

中

嶋

和

行

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

五
戸
町
役
場

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
坪
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日

上
北
地
域
県
民
局
長

三

上

俊

孝
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


